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（１）沿革

１ 　小牧市少年センターの概要

昭和55年 4月 1日 　小牧市少年センターを小牧市公民会館内に設置

　嘱託職員が１名配置される。

　小牧市少年センター設置条例施行

　小牧市少年センター運営規則施行

昭和 55年 4月 16 日 　嘱託職員１名増員され２名となる｡　

昭和55年 6月 1日 　小牧市少年センター運営協議会委員１０名を委嘱

昭和55年 7月 1日 　小牧市少年センター補導員６０名を委嘱

昭和56年 4月 1日 　市職員１名、嘱託職員１名増員され４名となる。

昭和56年 7月 1日 　「小牧市青少年健全育成市民会議」が設置され、

　小牧市少年センターが事務局となる。

昭和57年 5月20日 　相談専用電話開設（TEL　７５－０００１）

昭和57年 7月 1日 　小牧市少年センター補導員１０名が増員委嘱され、７０名となる。

昭和58年 4月 1日 　小牧市少年センター補導員１０名が増員委嘱され、８０名となる。

昭和59年 4月 1日 　市職員１名が減員される。

  嘱託職員１名、臨時職員１名増員され５名となる。

昭和60年 4月 1日 　臨時職員が嘱託職員となり、嘱託職員５名となる。

平成 2年 4月 1日 　嘱託職員が臨時職員となり、嘱託職員４名、臨時職員１名となる。

平成 2年 7月 1日 　小牧市少年センター補導員５名が増員委嘱され、８５名となる。

平成 2年 7月11日 　小牧市少年センター開設１０周年記念大会実施

平成 3年11月 5日 　県少年補導委員尾張地区研修会を小牧市にて開催

平成 4年 6月 1日 　小牧市少年センターを小牧都市センター内へ移転する。

　臨時職員が削減され、嘱託職員４名となる。

平成 9年10月14日 　事務専用電話開設（TEL　７１－１３２５）

平成11年 4月15日 　相談専用電話のフリーダイヤル化（ＴＥＬ　０１２０－７８３－２９１）

平成13年 4月 1日 　嘱託職員１名削減され、５名となる。

平成15年 2月 1日 　「中学生の生活と行動」実態調査報告書作成を始める。

平成11年11月17日 　県少年補導委員尾張地区研修会を小牧市にて開催

平成12年 4月 1日 　嘱託職員１名増員され、５名となる。

平成12年 8月 3日 　臨時職員１名増員され、６名となる。

平成15年 4月 1日 　 Ｅメール相談を開設する。（ks783291@komaki-city.jp)

平成16年 4月 1日 　「明るい声かけ・まちづくり」運動始める。

平成17年 7月27日 　「小牧市青少年健全育成モニター制度」発足

平成17年12月 9日 　「親子一言対話集 ‐親から子へ子から親へ‐」を発刊

平成18年 4月 1日 　嘱託職員１名増員され、６名となる。

平成24年 9月 1日 　「中学生の生活意識と行動」実態調査報告書作成に替え、「少年の

　生活意識と行動」実態調査報告書作成を始める。

平成25年 9月 1日 　「少年相談カウンセラー活動」を始める。

平成26年 4月 1日 　少年センターの所管部局がこども未来部こども政策課へ移管される。

平成27年11月 8日 　「親子一言対話集 ‐親から子へ子から親へ‐」を発刊

平成28年 3月18日 　「ハンドブック　小牧の青少年健全育成市民会議をかんがえる」を発刊

平成28年 6月30日   「笑顔で さきがけ あいさつ運動」を9校区で実施 11月10日に2回目実施

平成29年 5月20日   「体験!!　体感!!　スマホ教室」を9小学校で順次実施　12月に完了

平成30年 5月19日   「体験!!　体感!!　スマホ教室」を9小学校で順次実施　12月に完了

平成 30年 9月 1日 　　少年センターをラピオ３階へ移転する。

令 和 2 年 4 月 1 日   　嘱託職員が会計年度任用職員となる。（嘱託職員１名減員され５名となる）

令 和 8 年 4 月 1 日 　　モニター制度を補導員活動に一本化する。

令和 2年 11月 5日 　　小牧市青少年健全育成市民会議設立40周年記念マスコットが「たぶりん」に決まる。
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（２）名称及び所在地

小牧市少年センター

小牧市

小牧市こども未来部こども政策課

昭和５５年４月

小牧市小牧三丁目５５５番地（ラピオ３階）

事 務 室   ５２．６８㎡

専用相談室 ２０．６３㎡

（３）小牧市の現況（令和８年４月）

６２．８１ K㎡

人

（ 0～ 5歳）

（ 6～14歳）

（15～17歳）

（18～19歳）

世帯

  保育園・幼稚園・認定こども園・小中高校・特別支援学校の園・校数

名 称

設 置 運 営 主 体

主 管 部 局 課 名

設 置 年 月

所 在 地

面 積

面 積

人 口 147,787

区分 男 女 計

総 人 口 74,868 72,919 147,787

少年人口 12,335 11,835 24,170

内
訳

2,850 2,760 5,610

5,647 5,486 11,133

1,606 1,496 3,102

世 帯 数 71,485

2,232 2,093 4,325

認 定 こ ど も 園

計
園 ・ 学 校 数

8

8

2

22

高 等 学 校

特 別 支 援 学 校

9

3

1

45

1県立こまき中学校

公　立 私　立

14

1

0

16小 学 校

4

0

0

1

0

19

1

64

0 1

9

2

16

9中 学 校

区 分

保 育 園

幼 稚 園
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（４）職員構成

　　　所  長　１人　専任（会計年度任用職員）　　　

      指導員　４人　専任（会計年度任用職員）

（５）小牧市少年センタ－運営協議会

　　　委員数　　　    １０人　　　　 委員の委嘱者　　　市長

　　　任期　　　　　　２年 開催状況　　　　　年２回

　　　委員構成 市議会福祉厚生委員長 小牧警察署生活安全課長

　　　　     市内高等学校長代表 小牧市青少年健全育成市民会議代表

              市保護司会代表 市小・中学校長会代表

　　　　　　 市ＰＴＡ連絡協議会代表 市主任児童委員代表

　　　　　　 市家庭児童相談員 少年センター補導員地区連絡員代表

              

（６）小牧市少年センタ－補導員

        補導員数　　８６人　　(令和８年５月）　

        補導員の委嘱者　　市長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        任期           　 ２年

　        補導員構成

             １７ 人

　           ２０ 人

            ２９ 人

             ２０ 人

８６ 人

　連絡調整を図る。

民生児童委員・保護司

Ｐ Ｔ Ａ 役 員

教 員 ・ ｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾈ ｰ ﾀ ｰ

一 般

計

※各中学校区の補導員の中から１名を連絡員として選出し、少年センターと補導員との
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こ
ど
も
未
来
部
こ
ど
も
政
策
課

（８）小牧市少年センター運営機構図

小・中学校長会

小中高生徒指導連絡協議会

小中学校PTA連絡協議会

連携

有害図書、ビデオ自販機、有害玩具、看板・広告、
カラオケ、溜まり場等の実態調査

青少年健全育成
市民会議事務局

環境
浄化

少年センター
運営協議会

少年センター 相談

来訪

電話・Eメール

広報

啓発

・悩み、困りごと
・非行・問題行動
・反社会的行為
・人間関係等の相談

・児童センター
・警察署
・病院
・保健所
・職業安定所
・適応指導教室
・各種施設
・その他の機関

巡回パトロール

青少年健全育成協力店

資料作成

・しつけ
・学業・進学
・不登校
・生活指導の相談

教育相談

夏まつり・桃花台まつり・市民まつり
のパトロール、愛のパトロール（年末）
（補導員、少年補導委員、市民会議役員、教員、PTA、職員）

啓発活動

少年相談

連携・紹介

日常の巡視

補導 定例夜間パトロール
（補導員、職員）

常時パトロール（職員）
日常生活の中での巡視（補導員）

地区別補導

合同補導
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７月 1月

　広報（「青少年健全育成だより」等）

　「笑顔で さきがけ あいさつ運動」

　チラシ、ステッカー、看板等

  「青少年健全育成モニター」活動

  「少年の生活意識と行動」調査

　青少年健全育成市民会議
　　　　役員会・運営委員会 ５月 ３月

  青少年健全育成協力店訪問

  中学校区青少年健全育成会

　生徒指導連絡協議会

　生徒指導対策関係機関会議

  いじめ・不登校対策連絡会

  いじめ・不登校対策関係機関会議

  図書類自販機　・書店　・カラオケ店
 ・コンビニ書籍コーナー等の点検活動

  青少年の非行問題に取り組む市民運動

  青少年に読書をすすめる市民運動

  子ども・若者育成支援市民運動

  青少年の非行問題に取り組む市民運動
    (愛のパトロール市民運動)

  「家庭の日」市民運動

開　催　時　期

運　 営　協 　議　　会

（合同一斉啓発活動）

内　　容

県民運動
を受けて
市民運動

として
展開

広報活動

通　年

 １２月～１月

年３回

１１月

２　小牧市少年センター業務内容

　・「少年相談」啓発チラシ
　・相談窓口紹介

補　　 導 　　員 　　会

補 導 員 会 研 修 会

街 　  頭　   補　   導

各学期毎

相　　　　　　　　　　　　　　　談

連携活動

調査活動

（１）　業務の概況

1月

１０月

市民大会
１１月

７月　～　８月

　９月調査　３月「報告書」発刊

通　年

年３回

役員会 運営委員会

５月

２月

５月

５月

通年

６月

１２月

年３回

通　年

随時６月・10月

年６回

毎　月

９月
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（2）活動方針 

明日の我が国の担い手である青少年が、豊かな社会性と優れた創造性を培い、時代の進展に柔

軟に対応できる人間として健全に成長していくことは、市民すべての切なる願いであります。 

新型コロナウイルス感染症が５類に位置づけられて３年近くが経過しました。多くの青少年は

コロナ禍を乗り越え日々の生活に前向きに取り組んでいますが、一方で人とのコミュニケーショ

ンを苦手とする若者の増加も指摘されています。また、近年のＡＩや次世代通信などの急激な発

達は、社会環境だけでなく我々の生活そのものを大きく変えようとしており、とりわけスマート

フォンやＳＮＳを巡る様々な事例が、学校だけでなく、社会の中でも大きな問題や課題として取

り上げられています。 

文部科学省から令和７年１０月に発表された「令和６年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査結果の概要」によると、いじめの認知件数や暴力行為の発生件数が

４年連続で増加し、どちらも過去最多となっています。様々な教育活動が従来のように実施され

たことにより児童生徒の接触の機会が増えたことと、学校等による積極的な認知が進んだことが

増加の一因であると言われています。また、小中学校における不登校児童生徒数は前年度比２．

２％増加しており、１２年連続の増加が見られ過去最多となっています。増加の背景として、学

校や登校に対する意識の変化やコロナ禍から続く登校意欲の低下等が指摘されています。児童生

徒の自殺者も昨年度より増加し、極めて憂慮すべき状況が続いています。 

これらの特徴的な傾向から、子どもたちがコロナ禍後も引き続き様々な悩みを抱えたり、困難

な状況に置かれたりしていることがうかがえます。不安や悩みを誰にも相談できず一人で抱え込

んでる可能性も考慮していかなければならないと考えられます。 

 今後とも、地域の大人が連携して、子どもを見守り、青少年の発するＳＯＳに耳を傾ける必要

があります。普段のコミュニケーションを大切にしながら地道な活動を継続し、個々の状況に応

じた支援や相談体制の充実が大切です。小牧市少年センターでは、少年の非行化・孤立化を防ぎ、

健全な育成を図るため、家庭・学校・地域と連携しつつ、次の６つの活動を推進します。 

〇 「笑顔で さきがけ あいさつ運動」「声かけ運動」による補導活動 

〇 相談者の自立を支援する、相談活動 

〇 地域ぐるみの健全育成活動の推進 

〇 安全安心な街づくりのための環境浄化活動 

〇 青少年一人ひとりの理解と学校及び関係機関との緊密な連携 

○ 「ネット犯罪・トラブルから子どもを守る」情報活用モラルや有害情報対策の推進 

 

（3）会 議 

① 運営協議会  年２回（６月、２月） 

少年センターの運営方針・事業計画について協議する。 

② 補導員会    年１回（５月）        

③ 補導員研修会  年１回（５月） 

④ 青少年健全育成市民会議役員会・運営委員会  

役員会   年２回（５月、３月予定） 

運営委員会 年１回（５月） 
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青少年健全育成市民会議の運営方針・事業計画等について協議する。 

青少年健全育成市民大会等の一斉啓発活動を推進する。 

 

(4) 補導活動 

｢校区の実態に即したきめ細かな街頭補導と温かな声かけ｣を目標とし、少年たちとのふれ合

いと市民への啓発を兼ねた補導活動になるように留意している。 

①  少年センター指導員による学校巡回ならびに街頭補導活動 

定期的に市内小中学校・児童館・協力店等を巡回し、地域の情報収集や児童生徒の個別指

導にあたる。 

      市内のゲームセンター・大型店舗・コンビニエンスストア・公園などの青少年の集まり易

い場所を中心に補導活動を行う。 

②  定例街頭補導活動  

各校区内を月１回、少年センター補導員・少年センター指導員・小中学校生徒指導担当教

員が巡回し補導活動を行う。生徒指導担当教員の参加により地域の少年たちとの面識が深ま

り、互いに心和む声かけができている。 

また、「補導員報告」を発行・配布し、地域の情報把握に役立て、補導活動の充実を図って

いる。 

③  特別合同補導活動 

   ｢夏まつり｣｢桃花台まつり｣｢長期学校休業期間｣「市民まつり」に少年センター補導員・指

導員・生徒指導関係教員が、イベント会場や公園、大型店舗等で補導活動を行う。 

 

（5） 相談活動 

    「相談者の自立を支援する、あたたかい相談活動」を目指し取り組んでいる。 

共感的な理解に立ち、一度だけの相談に終わらず、問題解決への支援や学校・関係機関等と

の仲介に努める。 

①  来所相談 

いじめ･不登校･養育相談等、できれば顔を合わせての来所相談を薦めている。 

個室での相談、専門家や適切な助言者を要請した相談を実施することもある。 

②  電話・Ｅメール相談 

小中学校の保護者等に、「ひとりで悩まず 相談を」のキャッチフレーズで広報チラシを配

布するとともに小牧市内や愛知県内の各相談機関を紹介している。 

③  少年相談カウンセリング活動 

  相談内容や希望に応じて、臨床心理士によるカウンセリングを実施している。 
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④ 他の相談機関との連携 

  家庭児童相談や適応指導教室との連携を深め、いじめ・不登校等の解決にあたる。 

 

(6) 啓発活動 

次代を担う青少年が明るくたくましく成長することを願い、小牧市青少年健全育成市民会議

とタイアップし、次の市民運動を展開している。 

街頭啓発活動は、市民とともに多くの中学生の参加協力を得て実施している。  

①  青少年の被害・非行防止に取り組む市民運動（７～８月）   

・街頭一斉啓発活動（県民運動の期間に大型店で実施） 

・夏休み前に各校区健全育成会総会の開催と被害・非行防止 

啓発活動 

② 青少年に読書をすすめる市民運動（１０月） 

・識者による読書体験の紹介文を「心にのこる一冊の本」 

として小冊子に編集（市内各図書館・図書室、小中学校へ 

配布し、広く市民に閲覧してもらう） 

③  子ども・若者育成支援市民運動(１１月) 

・青少年健全育成市民大会の開催         

・作品集（絵画・ポスターの優秀作品、 

「少年の主張」作文の優秀作品）発行 

④  青少年の被害・非行防止に取り組む市民運動 

（１２月）＝「愛の合同パトロール」 

・各中学校区健全育成会による「どの子にも 

我が子とおなじ声をかけ」の啓発とパトロール 

⑤  家庭の日一斉啓発活動（１月） 

・街頭啓発活動（県民運動の期間にあわせ大型店を拠点に実施） 

  ⑥ 「青少年健全育成だより｣の発行（９月：広報にあわせて市内全戸配布） 

・少年の生活実態調査報告の概要、補導員の紹介等 

・青少年健全育成会の活動紹介や街角レポート等 

 

(7) 少年の生活実態調査（９月調査、３月発行） 

小牧市内の小学５年生・中学２年生・高校１年生を対象に抽出調査により「少年の生活意識

と行動」実態調査を報告書にまとめ、各関係機関へ配布する。 
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(8) 青少年健全育成の支援 

市民による青少年育成活動は、市内の青少年に関わる諸組織の代表者により構成されている

「小牧市青少年健全育成市民会議」と中学校区ごとに立ち上げられた「校区青少年健全育成会」

によって推進されている。 

｢市民会議｣は市内各種の団体が、青少年の健全育成についての共通認識を深め、協力し合い

ながら、それぞれの立場から青少年の健全育成に積極的に取り組むことを意図したものである。

事務局を少年センターに置き、活動を展開している。「校区青少年健全育成会」は、地域の特色

をいかし、さまざまな地域活動に青少年、とりわけ小・中学生を参加させ、学校と地域の連携

を深め、地域ぐるみで青少年を温かく見守ろうと意図するものである。 

①  小牧市青少年健全育成市民会議の活動       

・青少年健全育成市民大会の開催 

・少年の主張の作品募集と表彰 

・家庭の日、非行防止の作品募集と表彰 

・各種作品集や啓発冊子類の発行 

・「笑顔で さきがけ あいさつ運動」の実施 

・中学校区青少年健全育成会の情報共有 

② 校区青少年健全育成会の活動 

・校区内青少年ボランティア活動の推進 

・地域活動､地域行事等への青少年の参加推進 

 

(9) 「笑顔で さきがけ あいさつ運動」の一斉実施  

毎月３０日を「あいさつの日」と定め、年間を通して子ども  

たちを温かく見守り、地域ぐるみで「声かけ」を推進すること 

で、住民の地域意識を高め安心安全の街づくりに寄与する。 

《できる人が、できるところで「あいさつ」「声かけ」を行う》 

・散歩、買い物時に、住民相互のあいさつ運動を推進する。 

・児童生徒の登下校時にあいさつ等の声かけを推進する。 

 

（10）地域での非行防止活動ならびに地域環境等の浄化 

大型店舗・コンビニエンスストア・書店・ビデオショップ・カラオケ店・ゲームコーナー・

玩具店・図書類自動販売機設置場所等への立ち寄り巡回を定期的に実施し、青少年にとっての

有害環境の除去に努めている。 

・少年センター補導員からも、地域の青少年問題や地域環境等についての情報や意見を集

め、地域環境の改善や補導活動に役立てている。 
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  ・小牧市青少年健全育成協力店に市内店舗９５店を指定し、以下のことについての協力を要

請している。 

      ＊未成年のタバコ購入防止ならびに喫煙防止について 

＊未成年の酒類購入防止ならびに飲酒の防止について 

＊成人用図書類の管理の徹底について 

 

（11）学校及び関係機関との連携  

  関係機関との情報交換を密にし、青少年健全育成モニターの声や調査をもとに個々の問題事

例について多方面から多角的に協議し解決を図る。 

①  生徒指導連絡協議会（年６回開催） 

市内５高等学校・９中学校・１６小学校の生徒指導担当教員、小牧市教育委員会指導主事、

当センター職員により組織されており、個々の事例についての情報交換ならびに対応策につ

いて協議する。（小中高・小中・中学校連絡会） 

  ② 生徒指導対策関係機関会議（年３回開催） 

    小牧警察署生活安全課少年係・小牧市教育委員会指導主事・生徒指導連絡協議会長・小牧

市市民安全課主幹・当センター職員から構成され、それぞれの機関が抱えている個々の事例

について対応策を協議する。 

   ③ いじめ・不登校対策連絡会（年３回開催） 

   市内９中学校・１６小学校のいじめ･不登校担当、小牧市適応指導教室・訪問指導員、小

牧市教育委員会指導主事、小牧市学校カウンセラー、当センター職員により組織され、いじ

め・不登校の各校の現状やその打開策について協議する。 

④ いじめ不登校対策関係機関会議（年３回開催） 

春日井児童相談センター、小牧市適応指導教室・訪問指導員、小牧市学校カウンセラー、

小牧市こども政策課・家庭児童相談員、いじめ不登校対策連絡会長、小牧市教育委員会指導

主事、当センター職員で構成され、児童虐待やいじめ・不登校ならびに個々の相談事例と対

応策について協議する。 

⑤ 学校との連携 

    定期的に学校を巡回し、情報や意見交換を図るとともに、生徒指導担当者やスクールサ 

ポーターと連携しつつ生徒指導上の個別事例について対応する。 

⑥ 児童館・こども未来館との連携 

   こども未来館は、午前・午後の巡回を行い、児童館は土日を中心に巡回する。各施設、指

導員との情報交換から活動の状況や問題点について把握し、青少年の健全育成について連携

を深める。 



 11 

 

（12)その他 

   ①  青少年の考えや意見の広報に努める。 

・「少年の主張」の編集、冊子を作成し小中学校に配布する。 

・ 児童生徒の諸作品をホームページで広報する。 

② ネット犯罪やネットによるトラブルから青少年を守る運動を展開する。 

・ 有害情報サイトによる犯罪に巻き込まれないための情報提供をする。 

・ 携帯電話のフィルタリングの普及に努める。 

・ 「トラブルや危険を防いでスマートに使いこなそう!」を発行し、子どもが考え、保護

者とともにルールづくりをする活動を奨励する。 

・小中高校生の保護者にむけ「ネットモラル塾」を紹介し、ネット上の危険性について学

ぶ機会をつくる。 

      



年 月　日　 内　　　　　容 備　　　考

7 5 15 小牧市少年センター補導員会（年度事業実施計画）

15 小牧市少年センター補導員研修会

6 5 第1回小牧市少年センター運営協議会（年度運営計画）

8 2 19 第2回小牧市少年センター運営協議会（７年度事業経過、次年度運営計画）

他機関との連携　　　　　　　　　　※市民会議＝小牧市青少年健全育成市民会議

年 月  日　 内　　　　　容 備　　　考

7 4 1 小牧保護区保護司会定例会 小牧保護区保護司会

8 小牧市女性の会理事会 小 牧 市 女 性 の 会

22 小牧市更生保護女性会総会 小牧市更生保護女性会

23 第１回 いじめ問題対策連絡協議会　　いじめ・不登校対策関係機関会議　 学 校 教 育 課

25 生徒指導連絡協議会総会　第1回小中学校連絡会・第１回中学校連絡会 学 校 教 育 課

 25 市内小中学校に「少年の生活意識と行動」の実態調査報告書配布 少 年 セ ン タ ー

5 8 篠岡中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 篠岡中健全育成会

9 第１回いじめ・不登校対策連絡会 学 校 教 育 課

15 小牧市青少年健全育成モニター会議 少 年 セ ン タ ー

23 第1回生徒指導対策関係機関会議 学 校 教 育 課

27 社会を明るくする運動小牧推進委員会 福 祉 総 務 課

30 第１回小牧市青少年健全育成市民会議役員会、運営委員会 市 民 会 議

31 味岡中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 味岡中健全育成会

6 3 愛知県青少年育成県民会議総会 県青少年育成県民会議

3 光ヶ丘中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 光ヶ丘中健全育成会

5 応時中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 応 時 中 健 全 育 成 会

6 北里中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 北 里 中 健 全 育 成 会

6 桃陵中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 桃 陵 中 健 全 育 成 会

9 小牧中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 小 牧 中 健 全 育 成 会

12 小牧西中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 小牧西中健全育成会

17 小牧保護区保護司候補者検討協議会 小牧保護区保護司会

17 小牧市生徒指導連絡協議会第１回生徒指導小中高連絡会 学 校 教 育 課

24 岩崎中学校区青少年健全育成会総会・情報交換会 岩 崎 中 健 全 育 成 会

27 小牧警察署補導委員会総会 小 牧 警 察 署

３　令和７年度活動状況

（１）　活動概要

会議
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年 月　日　 内　　　　　容 備　　　考

7 7 1 こども未来館講座運営会議 多 世 代 交 流 プ ラ ザ

12 青少年の被害・非行防止に取り組む市民運動一斉啓発活動＜ピアーレ広場等＞ 県青少年育成県民会議

12 第７５回「社会を明るくする運動」小牧市民大会 福 祉 総 務 課

26・27 桃花台まつり街頭補導活動 少 年 セ ン タ ー

8 23 こまき令和夏まつり街頭補導活動 少 年 セ ン タ ー

27 小牧市生徒指導連絡協議会施設見学会（名古屋家庭裁判所） 学 校 教 育 課

9 2 小牧市青少年健全育成（個人・団体）被表彰者選考会 市 民 会 議

3 生徒指導連絡協議会　第2回小中高連絡会・第2回中学校連絡会 学 校 教 育 課

5 小牧市児童館運営委員会 多世代交流プラザ

 6 小牧市青少年健全育成絵画・ポスター審査会 市 民 会 議

24 第2回生徒指導対策関係機関会議 学 校 教 育 課

26 民生児童委員正副会長会 社 会 福 祉 協 議 会

30 生徒指導連絡協議会　第3回中学校連絡会 学 校 教 育 課

10 1 第２回いじめ不登校対策連絡会 学 校 教 育 課

9 こども未来館講座運営会議 多世代交流プラザ

14 小牧市女性の会理事会 小 牧 市 女 性 の 会

24 第２回 いじめ問題対策連絡協議会　　いじめ・不登校対策関係機関会議　 学 校 教 育 課

25･26 小牧市民まつり街頭補導活動 少 年 セ ン タ ー

11 2 第４５回小牧市青少年健全育成市民大会 市 民 会 議

21 生徒指導連絡協議会第３回小中高連絡会 学 校 教 育 課

12 18 東部地区３校合同青少年健全育成会 東 部 地 区 健 全 育 成 会

23 各中学校区青少年健全育成会議「情報交換会・愛の合同パトロール」 各中学校区健全育成会

8 1 9 生徒指導連絡協議会　第4回小中高連絡会・第4回中学校連絡会 学 校 教 育 課

10 「家庭の日」市民運動強化月間一斉啓発活動＜MEGAドン・キホーテUNY小牧店＞ 県青少年育成県民会議

2 3 第３回いじめ不登校対策連絡会 学 校 教 育 課

6 小牧保護区保護司候補検討委員会 小 牧 保 護 区 保 護 司 会

10 こども未来館講座運営会議 多 世 代 交 流 プ ラ ザ

12 児童館運営委員会 多 世 代 交 流 プ ラ ザ

13 第３回生徒指導対策関係機関会議 学 校 教 育 課

13 生徒指導連絡協議会　第5回小中高連絡会・第4回小中学校連絡会・第６回高校連絡会 学 校 教 育 課

18 第３回 いじめ問題対策連絡協議会　　いじめ・不登校対策関係機関会議　 学 校 教 育 課

3 24 第２回小牧市青少年健全育成市民会議役員会 市 民 会 議
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啓発・広報活動

年 月  日　 内　　　　　容 備　　　考

1 中学生「少年の主張」実践作文の募集 市 民 会 議

「声掛け・悩み相談機関案内・家庭でも防げるネットトラブルについて」 約１３,０００枚 少 年 セ ン タ ー

     小牧市内小・中・高校全児童・生徒の保護者及び教職員・関係団体、個人に配布

10 令和７年度「絵画・ポスター」作品募集（市内小・中学校） 市 民 会 議

1 市内小・中学校長へ「心にのこる一冊の本」原稿依頼 市 民 会 議

15 小牧市青少年健全育成モニター会議開催 少 年 セ ン タ ー

15 小牧市少年センター補導員会・研修会開催 少 年 セ ン タ ー

15 「要覧２０２５」関係団体・個人への配布 少 年 セ ン タ ー

6 30 第一回｢笑顔で　さきがけ　あいさつ運動」実施 市 民 会 議

「青少年の被害・非行防止に取り組む県民運動(夏期）」の推進 市 民 会 議

　　　（スローガン～「非行の芽　はやめにつもう　みな我が子」） 少 年 セ ン タ ー 共 催

　　小牧市内青少年健全育成協力店（コンビニなど９３店舗）への非行・被害防止等協力依頼

3 　MEGAドン・キホーテUNY桃花台店での青少年の非行・被害防止一斉啓発活動

1 青少年健全育成だより発行 市 民 会 議

4 「心にのこる一冊の本」関係機関へ紹介 市 民 会 議

　　ポスター･小冊子にして小・中学校へ掲示依頼

「少年の生活意識と行動」の実態調査実施 少 年 セ ン タ ー

1-31 「青少年によい本をすすめる市民運動」の推進　 市 民 会 議

　　（スローガン～「育てよう　豊かな心　読書から」） 少年センター共催

  　・「心にのこる一冊の本」のポスターを作製し、小牧市内の小・中学校、市民センター、児童館

　　　に配布

　　・教育長・市内小・中学校長等による「心にのこる一冊の本」の紹介

　　・市内小・中学校、図書館に「心にのこる一冊の本」の掲示依頼

　　・小牧市ホームページに「心にのこる一冊の本」を掲載

30 第二回｢笑顔で　さきがけ　あいさつ運動」実施 市 民 会 議

1-30 「子ども・若者育成支援市民運動」の推進　 市 民 会 議

　　（スローガン「はぐくもう　自分らしく生きる子　愛知の子」）

2 小牧市青少年健全育成市民大会の開催（関係市民５００名参加） 市 民 会 議

　　・「少年の主張」の優秀者表彰（９名）

　　・「絵画・ポスター」入賞者表彰（２１名）

　　・青少年健全育成功労者表彰（個人１５、団体１）

4 「少年の主張」優秀作品を小牧市ホームページに掲載 市 民 会 議

18 東部地区３校合同青少年健全育成会議 市 民 会 議

23 市内６中学校区青少年健全育成会（愛の合同パトロール）を実施 市 民 会 議

「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（冬期） 少 年 セ ン タ ー 共 催

　　　（スローガン～「非行の芽　はやめにつもう　みな我が子」）

１ 10 「家庭の日」市民運動強化月間一斉啓発活動の実施（MEGAドン・キホーテUNY小牧店） 市 民 会 議

「家庭の日」市民運動の推進　 少 年 セ ン タ ー 共 催

 　　（スローガン「親と子の　対話がつくる　よい家庭」）

7
7/1
-

8/31

※　「市民会議」＝「小牧市青少年健全育成市民会議」

9

10

11

12

12/20
-

1/10

5

8

2/1-2/28

7 4

1
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（２）　補導活動（過去１０年間の推移）

　　①　街頭補導巡回数
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

巡回数 509 492 475 467 296 274 304 203 371 472

　　②　補導従事者数
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

従事者数 1,367 1,364 1,323 1,221 852 756 943 836 1,036 1,187

　　③  補導した少年の数（声かけ程度を含む）む（　）は女子内数 ）

　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

102 44 37 47 0 3 38 6 35 50

(46) (21) (11) (12) 0 0 (3) (2) 0 (10)

79 72 55 60 0 26 65 32 32 84

(30) (16) (6) (23) 0 0 (3) (3) (1) (21)

69 32 13 11 7 14 18 53 27 113

(26) (10) (3) (7) (5) (9) (3) (11) (6) (15)

0 0 0 0 0 2 0 2 0 5

0 0 0 0 0 (1) 0 (2) 0 0

2 0 0 5 8 3 4 13 11 9

0 0 0 0 0 0 0 (1) 0 (2)

252 148 105 123 15 48 125 106 105 261

(102) (47) (20) (42) (5) (10) (9) (19) (7) (48)

　　④　内容別補導数 （　）は女子内数
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 17 18 28 100
0 0 0 0 0 0 (2) (3) 0 (16)
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 (1) 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 0 0 0 0 6 0 0
(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 145 102 123 12 48 108 82 67 161
(100) (47) (20) (42) (5) (10) (7) (16) (6) (32)

252 148 105 123 15 48 125 106 105 261

(102) (47) (20) (42) (5) (10) (9) (19) (7) (48)

　盛り場徘徊

有　　職・
無職少年

合　　　計

小　学　生

中　学　生

高　校　生

大　学　・
専門学生

合　　　計

　交通指導　

　 そ の 他
（声かけ程度）

　 不健全娯楽

 シンナー
所持・吸引

    喫　      煙

　 夜 　遊　 び

15



（３）　相談活動（過去10年間の推移）

　　①　相談件数の推移
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

１　教　 　育 107 138 143 166 90 88 49 49 80 113

２　人間関係 26 11 36 11 9 8 17 13 18 15

３　性　　　格 3 1 7 14 19 55 69 43 30 14

４　職　　　業 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

５　問題行動 7 21 23 6 4 39 23 8 7 8

６　そ　の　他 38 10 7 24 29 18 11 19 9 6

　合　　　計 181 182 217 221 151 208 170 132 145 157

　　②　内容別相談件数
　　　ア　教　　育
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

１　し　つ　け 1 2 1 9 7 2 1 2 1 0

２  知能、学業不振 1 29 5 0 0 0 0 0 0 1

３  進学、退学 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

４　不登校 105 107 135 156 82 86 48 47 79 112

　合　　　計 107 138 143 166 90 88 49 49 80 113

　　　イ　人間関係
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

１  学校、職場 2 4 14 2 2 3 8 3 5 0

２　男女交際 1 0 5 3 1 0 0 4 0 2

３　友　　達 16 1 5 1 0 1 2 2 3 6

４　家　　庭 2 3 9 3 5 2 4 4 5 4

５  い じ め 5 3 3 2 1 2 3 0 5 3

　合　　　計 26 11 36 11 9 8 17 13 18 15

　　　ウ　性　　格
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

１　情緒障がい 0 1 4 6 1 12 4 7 0 5

２　神 経　質 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３  そ の 他 1 0 3 8 18 43 65 36 30 9

　合　　　計 3 1 7 14 19 55 69 43 30 14

　　　エ　職　　業
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

１　就　　職 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

２　転職、退職 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

　合 　　計 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
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　　　オ　問題行動
　　　　　　　年度
区分

28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

１　家　　出 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

２　怠学、怠業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３   不良交遊、金銭乱費 1 0 19 3 1 1 2 2 1 2

４  盗み、万引き 2 18 1 1 0 0 0 1 0 0

５  粗暴、暴力 1 0 2 1 3 37 20 4 2 1

６  喫煙、薬物乱用 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

７　たかり恐喝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

８　ネットトラブル 3 2 0 0 0 0 1 0 2 3

　　合　　計 7 21 23 6 4 39 23 8 7 8

　　③ 　相談方法

　区分　　　　　月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

問題行動 4 1 3 3 4 1 1 1 3 21

不審者情報 0

気になる遊び・行為 4 3 2 1 1 1 1 13

正したい交通マナー 3 2 1 2 6 2 1 17

改善したい地域環境 3 3 2 3 1 2 1 1 16

ちょっといい話 1 2 4 1 4 3 2 1 1 19

その他 4 1 1 4 1 11

計 8 12 15 6 13 9 9 5 5 5 5 5 97

            センター来所相談       　  ７件(不登校２件・不良交流２件・精神疾患１件

　　・Ｅメール　       　　　　   ４件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・たかり恐喝１件・ネットトラブル１件）

  　        臨床心理士による相談   １１２件(不登校９８件・発達障害８件・友達５件・精神疾患１件）

　　・フリーダイヤル　  　　　  ２７件

(4)令和7年度 青少年健全育成モニター活動状況

　　・来所相談             　  １１９件

　　・電話　　　   　      　 　  ７件
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(１)小牧市少年センター設置条例 

昭和５５年３月２８日 

条例第１７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条の規定に基づき、小牧市

少年センター（以下「センター」という。）の設置について必要な事項を定める。 

（設置） 

第２条 少年の非行化等を防止し、健全な育成を図るため、センターを設置するものとし、その名

称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

小牧市少年センター 小牧市小牧三丁目５５５番地 小牧市の区域 

（事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 少年の非行防止、補導及び相談に関すること。 

(2) 少年に関する施策の策定に必要な調査を行うこと。 

(3) 少年に関する施策の実施について関係行政機関と連絡調整を図ること。 

(4) その他少年の健全育成の推進に関し必要なこと。 

（運営協議会） 

第４条 市長の諮問に応じ、センターの事業に関する重要事項について審議するため、小牧市少年

センター運営協議会を置く。 

２ 委員の定数は、１０人以内とする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（規則への委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年条例第３９号） 
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この条例は、昭和６３年２月１日から施行する。 

附 則（平成４年条例第８号） 

この条例は、平成４年６月１日から施行する。 

附 則（平成４年条例第３５号） 抄 

この条例は、平成５年２月１４日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(1) 第１条中小牧市役所支所及び出張所設置条例第２条の表小牧市役所小牧駅出張所の項の改

正規定、第２条中小牧市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例第４条の表第１選

挙区の項の改正規定（「大字小牧」の次に「、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目（第２選

挙区に属する区域を除く。）、中央四丁目（第２選挙区に属する区域を除く。）、中央五丁目、中

央六丁目」を加える部分に限る。）、同表第２選挙区の項の改正規定、第３条の規定並びに第６

条中小牧市共同利用施設の設置及び管理に関する条例別表米野会館の項及び朝日会館の項の

改正規定並びに第８条及び第１０条の規定 尾張北部都市計画事業小牧駅東土地区画整理事

業の換地処分の公告のあった日の翌日 

附 則（平成２７年条例第４９号）抄 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第２４号） 

この条例は、平成３０年９月１日から施行する。 
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(２)小牧市少年センター運営規則 

昭和５５年３月３１日 

規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小牧市少年センター設置条例（昭和５５年小牧市条例第１７号。以下「条例」

という。）第５条の規定に基づき、小牧市少年センター（以下「センター」という。）の運営につ

いて必要な事項を定める。 

（開設時間） 

第２条 センターの開設時間は、午前９時３０分から午後５時３０分までとする。 

２ 市長が特に必要があると認めるときは、前項の開設時間を変更することができる。 

（休業日） 

第３条 センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める

ときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。 

(1) 月曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日 

(3) １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

（協議会の委員） 

第４条 小牧市少年センター運営協議会（以下「協議会」という。）の委員は、次に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

(1) 教育関係者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 学識経験者 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 
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（補導員） 

第６条 センターに補導員を置く。 

２ 補導員は、非行少年の早期発見、早期補導等の業務を行う。 

３ 補導員は、関係機関又は関係団体の長が推薦した者のうちから市長が委嘱し、その定数は、１

００人以内とする。 

４ 補導員の任期は、２年とする。 

第７条 補導員が街頭補導を行う場合は、補導員証（様式第１）を携帯し、関係人の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。 

２ 補導員は、街頭補導及び有害環境を発見したとき、又は相談を受けた場合は、指導日報（様式

第２）により所長に報告しなければならない。 

（職員） 

第８条 センターに所長及び必要な職員を置く。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年規則第１６号） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各

規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成１６年規則第２３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第４５号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市少年センター運営規則の規定に基づいて作成されてい

る用紙は、改正後の小牧市少年センター運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用すること

ができる。 

附 則（平成３０年規則第２４号） 
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この規則は、平成３０年９月１日から施行する。 

附 則（令和元年規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年規則第７３号）抄 

１ この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

 


